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週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

　

条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　

き
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
改
正
（
二
一
四
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
１

○
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

　

条
例
第
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
金
額
の
一
部
改

　

正
（
二
一
五
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
二
一
六
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
（
二
一
七
、
二
一
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
一
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
二
二
〇
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
２

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
二
二
一
・
由
利
地
域
振
興

　

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
公　
告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
業
者
の
決
定
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

　

ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

○
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

　
　
教
育
委
員
会
告
示

○
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
九
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一―

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

 

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
四
号

　

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定

め
る
額
（
平
成
四
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後

の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
前
に

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
五
号

　

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

第
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
金
額
（
平
成
八
年
秋
田
県
告

示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後

の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護

補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
十
万
四
千
五
百
九
十
円
」
を
「
十

万
四
千
九
百
六
十
円
」
に
、
「
五
万
六
千
七
百
十
円
」
を
「
五
万
六
千
九
百

三
十
円
」
に
改
め
、
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
五
万
二
千
三
百

円
」
を
「
五
万
二
千
四
百
八
十
円
」
に
、
「
二
万
八
千
三
百
六
十
円
」
を

「
二
万
八
千
四
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
六
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

作
業
の
種
類

　
　

基
本
測
量

二　

作
業
を
行
う
地
域

　
　

羽
後
町
及
び
由
利
本
荘
市

三　

作
業
を
行
う
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

年　

齢　

階　

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

二
十
歳
以
上
二
十
五

歳
未
満

二
十
五
歳
以
上
三
十

歳
未
満

三
十
歳
以
上
三
十
五

歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十

歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五

歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十

歳
未
満

五
十
歳
以
上
五
十
五

歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十

歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五

歳
未
満

六
十
五
歳
以
上
七
十

歳
未
満

七
十
歳
以
上

四
、
四
一
四
円

四
、
九
六
七
円

五
、
八
二
七
円

六
、
五
○
○
円

七
、
○
○
六
円

七
、
二
七
三
円

七
、
○
三
五
円

六
、
五
六
九
円

五
、
九
一
二
円

四
、
五
五
○
円

四
、
○
九
○
円

四
、
○
九
○
円

一
三
、
五
一
一
円

一
三
、
五
一
一
円

一
三
、
七
二
一
円

一
六
、
三
九
二
円

二
○
、
○
七
二
円

二
二
、
六
四
六
円

二
四
、
一
五
七
円

二
四
、
三
八
○
円

二
三
、
八
九
二
円

二
一
、
一
一
○
円

一
四
、
三
五
三
円

一
三
、
五
一
一
円

六
十
五
歳
以
上
七
十

歳
未
満

七
十
歳
以
上

四
、
○
九
○
円

四
、
○
九
○
円

一
四
、
三
五
三
円

一
三
、
五
一
一
円
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
五
月
八
日

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
号

　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

琴
丘
上
小
阿
仁
線

山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
小
又
口
三
番
一
地
先
か
ら
字
勝
平
二
三
六
番
二
ま
で

五
・
〇
〇
～
二
二
・
〇
〇

一
・
三
二
六

新

琴
丘
上
小
阿
仁
線

Ａ

山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
鹿
渡
渉
一
四
一
番
五
か
ら
字
勝
平
二
三
六
番
二
ま
で

一
六
・
〇
○
～
四
〇
・
〇
〇

一
・
八
四
五

Ｂ
山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
小
又
口
三
番
一
地
先
か
ら
字
勝
平
二
三
六
番
二
ま
で

五
・
〇
〇
～
二
二
・
〇
〇

一
・
三
二
六

一　

道
路
の
区
域

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

能
代
五
城
目
線

山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
小
出
二
番
六
地
先
か
ら
字
田
ノ
沢
三
七
番
一
地
先
ま
で

五
・
五
〇
～
七
・
五
〇

三
・
〇
二
〇

新

能
代
五
城
目
線

Ａ

山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
小
出
二
番
六
地
先
か
ら
字
田
ノ
沢
三
七
番
一
地
先
ま
で

一
五
・
〇
○
～
四
七
・
〇
〇

二
・
七
六
〇

Ｂ

〃

五
・
五
〇
～
七
・
五
〇

三
・
〇
二
〇

一　

道
路
の
区
域

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

県　
　

道

能
代
五
城
目
線
山
本
郡
三
種
町
上
岩
川
字
小
出
二
番

六
地
先
か
ら
字
柏
木
岱
六
三
番
四
ま

で

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す

る
者
の
事
務
所
の
所
在

地
及
び
名
称

売
り
さ
ば
き
場
所

廃
止
年
月
日

秋
田
市
旭
北
栄
町
一―

五秋
田
県
子
ど
も
会
育
成

連
合
会

秋
田
市
山
王
中
島
町

一
番
二
号

平
成
二
十
年
四
月
十

五
日
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特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
契
約
業
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地

方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

一
種
一
号
重
油
（
特
Ａ
重
油
）
九
十
万
七
千
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー　

大
仙
市
協

和
上
淀
川
字
五
百
刈
田
三
百
五
十
二
番
地

三　

契
約
業
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

四　

契
約
業
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
山
二　

秋
田
市
中
通
二
丁
目
五
番
二
十
号

五　

契
約
金
額

　
　

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
八
一
・
三
七
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項

第
八
号

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
山
本
郡
二
ツ
井
町
種
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が

あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
左
手
子
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

秋
田
市
雄
和
左
手
子
字
前
谷
地
百
二
十
八　
　
　
　
　
　

佐
々
木
良
英

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
上
野
六
十
八　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
男

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
清
水
下
百
三
十
一　
　
　
　
　
　

佐
々
木
誠
一

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
上
野
六
十
四
の
一　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

正

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
清
水
下
五
十
三　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
卓
司

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
白
川
袋
六
十
四　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
善
明

二　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

秋
田
市
雄
和
左
手
子
字
上
野
百
五
十
七　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
悦
美

　
　

〃　
　

〃　

〃　
　

字
白
川
袋
六
十
一　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
善
衛

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
に
係
る
工
事
が
次
の

と
お
り
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

大
仙
市

　

㈠
⑴　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日

　
　

⑵　

事
業
名　

土
地
改
良
事
業
（
金
井
伝
沢
地
区
基
盤
整
備
促
進
事

業
）

　

㈡
⑴　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日

　
　

⑵　

事
業
名　

土
地
改
良
事
業
（
斉
内
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）

　

㈢
⑴　

完
了
年
月
日　

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日

　
　

⑵　

事
業
名　

土
地
改
良
事
業
（
太
田
地
区
農
村
総
合
整
備
事
業
）

二　

美
郷
町
千
畑
土
地
改
良
区

　

㈠　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

　

㈡　

事
業
名　

土
地
改
良
事
業
（
外
川
原
地
区
県
単
小
規
模
土
地
改
良
事

業
）

三　

秋
田
県
仙
北
平
野
土
地
改
良
区

　

㈠　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　

㈡　

事
業
名　

土
地
改
良
事
業
（
橋
本
二
地
区
農
地
等
高
度
利
用
促
進
事

業
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
土
崎
・
小
荒
川
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事

業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

二　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
白
岩
第
一
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

三　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
奥
羽
北
部
第
二
・
三
期
地
区
農
林
漁
業
用
揮
発

税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

四　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
小
友
川
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

五　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
及
水
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

道
路
の
延
長

道
路
の
幅
員

指
定
年
月
日

由
利
本
荘
市
川
口
字
下
菖
蒲
崎
八
十
八
番
地

武　

田　

裕　

之

由
利
本
荘
市
川
口
字
家
妻
三
十
五
番
一
の
内
及
び
三

十
六
番
一
の
内

五
十
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
メ
ー
ト
ル

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告



発
行
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秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　
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電
話

（862）
八
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Ｘ
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市
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原　
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雄
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六　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
仙
北
中
央
三
期
地
区
一
般
農
道
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

七　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
清
水
地
区
ふ
る
さ
と
農
道
緊
急
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

八　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
明
光
沢
地
区
ふ
る
さ
と
農
道
緊
急
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
十
九
年
十
一
月
五
日

九　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
滝
沢
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
一
月
十
日

十　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
沢
山
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

　

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

伊　

藤　

美
津
子　

一　

日
時　

平
成
二
十
年
五
月
八
日　

午
後
二
時

二　

場
所　

教
育
委
員
会
委
員
室

三　

案
件

　

㈠　

公
立
小
中
学
校
教
員
に
係
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

　

㈡　

秋
田
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈢　

秋
田
県
立
近
代
美
術
館
協
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈣　

秋
田
県
指
定
無
形
文
化
財
の
解
除
に
つ
い
て

　

㈤　

秋
田
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈥　

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈦　

そ
の
他

　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏　

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
規
則

　

規
則
一
一―

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
（
本
庁
）
の
項
中
「
部
長
」
を
「
部
長　

防

災
技
監
」
に
改
め
、
「
将
来
構
想
推
進
監
」
を
削
り
、
同
表
出
納
局
の
項
中

「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長　

室
長
」
に
、
「
総
務
班
」

を
「
総
務
・
車
両
班
」
に
、
「
会
計
管
財
課
」
を
「
会
計
管
財
課
公
共
建
築

物
活
用
室
」
に
、
「
同
課
」
を
「
同
室
」
に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務

局
の
項
中
「
参
事
」
を
削
り
、
同
表
監
査
委
員
事
務
局
の
項
中
「
監
査
・
総

務
班
」
を
「
監
査
・
総
務
企
画
班
」
に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会
事
務
局
の

項
中
「
参
事
」
を
削
り
、
「
総
務
・
審
査
班
」
を
「
審
査
班
」
に
改
め
、
同

表
の
備
考
を
削
る
。

　

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
地
域
振
興
局
の
項
中
「
上
席

主
幹
」
を
「
上
席
主
幹　

総
務
課
長
」
に
、
「
、
総
務
第
一
班
、
総
務
第
二

班
及
び
大
館
福
祉
総
務
班
」
を
「
及
び
総
務
・
出
納
班
」
に
、
「
仙
北
地
域

振
興
局
農
林
部
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
長　

建
設
部
の
ダ
ム
管
理
事
務

所
長
」
を
「
建
設
部
河
川
砂
防
課
の
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表

知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
東
京
事
務
所
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
広

報
・
政
策
情
報
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
健
康

環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
管
理
班
」
を
「
総
務
企
画
班
」
に
改
め
、
同

表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総

務
第
一
班
」
を
「
総
務
・
管
理
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地

方
機
関
）
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
高
度
技
術
研
究
所
副
所

長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
削
り
、
同
表

知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
太
平
療
育
園
の
項
中
「
園
長
」
を
「
園
長

　

副
園
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
児
童
相
談
所

の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
総
務
班
及
び
児
童
相
談
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事

の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
児
童
会
館
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部

局
（
地
方
機
関
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
事
務
部
長
」
を
「
事
務
部
長　

事
務
部
次
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事

務
部
局
（
地
方
機
関
）
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
総

務
・
企
画
研
修
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
家
畜

保
健
衛
生
所
の
項
中
「
管
理
班
」
を
「
総
務
・
衛
生
指
導
班
」
に
改
め
、
同

表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
計
量
検
定
所
の
項
中
「
総
務
班
」
を

「
管
理
・
計
量
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
技
術

専
門
校
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
人
材
育
成
第
一
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事

の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同

表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
流
域
下
水
道
事
務
所
の
項
中
「
総
務

班
」
を
「
総
務
・
環
境
班
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機

関
）
砂
子
沢
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
総
務
・
調
査
設
計

班
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
を
削
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏　

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　
　
　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
三
種
町
本
庁
の
項
中
「
国
体
推
進
室
｜
室
長
」
を
削
り
、
同
表

八
峰
町
本
庁
の
項
中
「
、
子
ど
も
園
長
」
を
削
り
、
同
表
羽
後
町
本
庁
の
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
農
業
委
員
会
│
局

中
「
教
育
次
長
」
の
下
に
「
、
主
席
参
事
」
を
加
え
、　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局　
　

│

長　
　

「
農
業
委
員
会
│
局
長
、
主
席
参
事

　
　

を　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
羽
後
町
出
先

　

」　
　

事
務
局　
　

│　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

「
給
食
セ
ン
タ
│
所
長　
　

「
歴
史
民
俗
資
│
館
長

機
関
の
項
中　
　
　
　
　
　

│　
　
　

、　
　
　
　
　
　

│　
　
　

及
び

　
　
　
　
　
　

ー　
　
　
　

│　
　

」　
　

料
館　
　
　

│　
　

」

「
総
合
体
育
館
｜
館
長
」
を
削
り
、
同
表
能
代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
本

庁
の
項
中
「
局
長
」
の
下
に
「
、
次
長
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
告
示


